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新宿区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正す
る条例

新宿区立の小学校、中学校及び特別支援学校の非常勤
の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償
に関する条例の一部を改正する条例

新宿区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関
する条例の一部を改正する条例

令和７年度新宿区一般会計補正予算（第７号）

新宿区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一
部を改正する条例

小学校就学後の子を養育する職員の仕事と育児の両立・調和をより一層推進するため、「子育て部分休暇」を
導入する。

補正予算額：148万2千円、補正後予算額：90億7,111万5千円
補正の理由：現員現給による調整及び給与改定等に伴う給与費　等を計上
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子育て部分休暇の導入に伴い、子育て部分休暇の承認を受けている職員に対する部分休業については、当
該子育て部分休暇の時間を減じて承認することとする。

赤城生涯学習館（赤城元町1-3）、戸山生涯学習
館（戸山2-11-101）、北新宿生涯学習館（北新宿
3-20-2）、住吉町生涯学習館（住吉町13-3）、西戸
山生涯学習館（百人町4-7-1）

・・・信州リゾートサービス株式会社

  公の施設の指定管理者の指定について

西戸山公園野球場（百人町4-1）、落合中央公園
野球場（上落合1-2）、西落合公園少年野球場（西
落合2-19）、甘泉園公園庭球場（西早稲田3-5）、
西落合公園庭球場（西落合2-19）、落合中央公園
庭球場（上落合1-2）、妙正寺川公園運動広場（中
野区松が丘1-33）

・・・公益財団法人新宿未来創造財団

新宿文化センター（新宿6-14-1）

新宿区選挙管理委員会の委員等の報酬の日額を改定する。

教育長の給料の月額及び期末手当に係る支給月数を改定する。

新宿区選挙管理委員会の委員等の報酬及び費用弁償に
関する条例の一部を改正する条例

新宿区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改
正する条例

新宿区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する
条例の一部を改正する条例

新宿区一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関
する条例の一部を改正する条例

会派略称

補正予算額：2億7,636万2千円、補正後予算額：1,946億9,425万8千円
補正の理由：児童手当の支給対象児童数の実績増による増、乳児等通園支援事業実施に係る準備経費の助
成、若松町特別出張所等区民施設外壁等改修工事の計画変更に伴う工事費の増、旧弁天町保育園仮設園
舎を早稲田南町保育園分園仮設園舎に供するための改修工事設計委託による増　等を計上
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小学校就学後の子を養育する幼稚園教育職員の仕事と育児の両立・調和をより一層推進するため、「子育て
部分休暇」を導入する。

・・・公益財団法人新宿未来創造財団

新宿区立保育所条例の一部を改正する条例 弁天町保育園における一時保育を新たに専用室を設けて実施することに伴い、一時保育料を改定する。

バリアフリー整備工事（その１）請負契約の変更について 制限付一般競争入札により令和 7 年 7 月2 日付けで締結した契約について、契約金額を変更する。

新宿区立西新宿小学校校舎棟増築等工事請負契約の変
更について

自参ク＝自民・参政クラブ　　　　　　　　公　明＝新宿区議会公明党
共　産＝日本共産党新宿区議会議員団　　　新宿会＝新宿未来の会
民無ク＝立憲民主党・無所属クラブ　　　　維　新＝日本維新の会・新宿区議団
現　役＝現役世代に優しい新宿・減税の会　れいわ＝れいわ新選組　新宿

四谷スポーツスクエア（四谷1-6-4） ・・・東急スポーツシステム・クリアソン新宿

令和6年第2回新宿区議会定例会における議決並びに令和7年第1回新宿区議会定例会及び同年第2回新宿
区議会定例会における変更の議決に基づき締結した契約について、契約金額を変更する。

新宿スポーツセンター（大久保3-5-1） ・・・新宿スポーツ＆ウェルビーイング共同事業体

・・・公益財団法人新宿未来創造財団

大久保スポーツプラザ（大久保3-7-42） ・・・公益財団法人新宿未来創造財団

・・・公益財団法人新宿未来創造財団

令和6年第3回新宿区議会定例会における議決及び令和7年第2回新宿区議会定例会における変更の議決に
基づき締結した契約について、契約金額を変更する。

中村彝アトリエ記念館（下落合3-5-7）

新宿区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

新宿区教育委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する
条例の一部を改正する条例

新宿区教育委員会教育長の給料等及び勤務等に関する
条例の一部を改正する条例

新宿区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の
運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例

『児童福祉法』の改正等に伴う保育所等の職員による虐待への対応強化のための法整備がなされたことによ
り、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定めている内閣府令等が改正され
たことに伴い、引用条項を改める。

新宿区食品衛生検査施設の設備及び職員の配置の基準
に関する条例の一部を改正する条例

新宿都税事務所の建て替えに伴い移転する食品衛生検査施設の設備の基準を改める。

新宿区環境土木・都市計画事務手数料条例の一部を改
正する条例

『建築基準法施行令』の改正に伴い、引用条項を改める。

新宿区監査委員の給料等に関する条例の一部を改正す
る条例

新宿区長及び副区長の給料等及び旅費条例の一部を改
正する条例

新宿区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条
例の一部を改正する条例

区立学校医等の公務災害補償額の算定基礎としている『都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の
公務災害補償に関する条例』の改正に合わせ、介護補償の額を改定する。

議長、副議長、委員長、副委員長及び議員の議員報酬の月額及び期末手当に係る支給月数を改定する。

区長及び副区長の給料の月額及び期末手当に係る支給月数を改定する。

監査委員の給料及び報酬の月額を改定する。

補正予算額：3,314万2千円、補正後予算額：1,944億1,789万6千円
補正の理由：二酸化炭素排出削減の取組の推進として省エネルギー・創エネルギー機器等補助の実績による
増、西新宿小学校校舎の増築工事の材料価格高騰に伴う工事費の増、整備計画変更に伴う道路の改良及び
公共下水道整備の工事費の減　等を計上

令和７年度新宿区後期高齢者医療特別会計補正予算
（第２号）

令和７年度新宿区一般会計補正予算（第８号）

新宿区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準
を定める条例の一部を改正する条例

１　家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定めている内閣府令の改正に伴い、『母子保健法』に
規定する健康診査の内容が、家庭的保育事業者等が実施する健康診断の全部又は一部に相当すると認めら
れるときは、当該健康診断の全部又は一部を行わないことができることとする。
２　『児童福祉法』の改正等に伴う保育所等の職員による虐待への対応強化のための法整備がなされたことに
より、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定めている内閣府令が改正されたことに伴い、引用
条項を改める。

令和７年度新宿区一般会計補正予算（第９号）

令和７年度新宿区国民健康保険特別会計補正予算（第２
号）

令和７年度新宿区介護保険特別会計補正予算（第２号）

新宿区庁舎整備基金条例 庁舎の整備資金に充てるため、新宿区庁舎整備基金を設置する。

補正予算額：9億3,843万1千円、補正後予算額：1,956億3,268万9千円
補正の理由：現員現給による調整及び給与改定等に伴う給与費　等を計上

補正予算額：2,205万8千円、補正後予算額：387億3,882万7千円
補正の理由：現員現給による調整及び給与改定等に伴う給与費　等を計上

補正予算額：1,053万5千円、補正後予算額：277億6,703万1千円
補正の理由：現員現給による調整及び給与改定等に伴う給与費　等を計上

富久町児童館（富久町22-21） ・・・社会福祉法人新栄会

新宿中央公園（西新宿2-11） ・・・新宿中央公園パークアップ共同体

道路改良工事（江戸川橋通り第Ⅰ期）請負契約の変更に
ついて

女神湖高原学園（長野県北佐久郡立科町大字芦
田八ケ野字赤沼平994）

新宿生活実習所（弁天町50） ・・・社会福祉法人東京都手をつなぐ育成会

富久町保育園（富久町22-21） ・・・社会福祉法人新栄会

教育委員会の委員の報酬の月額を改定する。

令和7年特別区人事委員会の勧告を受け、職員の給与を改定する。

令和7年特別区人事委員会の勧告を受け、特定任期付職員の給与を改定する。

会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当の支給月数を引き上げる。

・・・公益財団法人新宿未来創造財団

新宿コズミックスポーツセンター（大久保3-1-2）

漱石山房記念館（早稲田南町7） ・・・公益財団法人新宿未来創造財団

障害者福祉センター（戸山1-22-2） ・・・社会福祉法人新宿区障害者福祉協会

令和7年特別区人事委員会の勧告を受け、幼稚園教育職員の給与を改定する。

林芙美子記念館（中井2-20-1） ・・・公益財団法人新宿未来創造財団

佐伯祐三アトリエ記念館（中落合2-4-21）

・・・公益財団法人新宿未来創造財団

新宿歴史博物館（四谷三栄町12-16） ・・・公益財団法人新宿未来創造財団
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新宿区シルバーパス購入費助成金交付条例
シルバーパスの購入に要する費用の一部を助成することにより、高齢者の経済的負担を軽減し、外出の機会
の促進並びに認知機能の低下及び閉じこもりの予防を図る。
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脳脊髄液漏出症患者の救済を求める意見書

太陽光発電設備のリサイクル推進及び適正な廃棄処理に
関する意見書

近年、再生可能エネルギーの導入拡大に伴い、全国各地で太陽光発電設備が急速に普及しています。特に
固定価格買取制度（FIT）の導入以降、多くの設備が設置され、地域の脱炭素化やエネルギーの地
産地消に寄与してきました。
しかし、制度開始から13年が経過し、設置当初の太陽光パネルが寿命を迎え、大量のリユース・リサイクル・廃
棄の問題が顕在化しつつあります。不法投棄や不適切な処理への懸念も生じており、環境負荷の低減と資源
循環の確保が急務です。
再生可能エネルギーの推進と循環型社会の実現は、持続可能な地域づくりの両輪であるとともに、太陽光発
電設備のライフサイクル全体を見据えた政策支援が不可欠です。
よって、太陽光発電設備の廃棄・リサイクルに関する制度整備や支援を強化し、地方自治体が適正な処理と資
源循環を推進できる体制を構築することを、国会及び政府に対して強く求めました。

脳脊髄液漏出症（脳脊髄液減少症）は、交通事故等を契機に発症し、頭痛やめまい、倦怠感など多様な症状
が生じる疾患です。平成28年からは診断基準に基づく硬膜外自家血注入療法（ブラッドパッチ療法）が保険適
用となり、専門的な診療体制の整備が進んでいますが、社会的認知はなお十分とは言えません。
脳脊髄液減少症患者・家族支援協会からは、労災保険では障害等級12級の認定が多く行われているが、自
賠責保険では後遺障害等級が適切に認定されず、多くの患者が救済されていないとの指摘があります。
脳脊髄液漏出症に苦しむ患者が適切に自賠責保険の後遺障害等級の認定を受け、適切な治療が受けられる
よう、支援体制の充実が求められます。
よって、公平性と透明性の高い認定体制を整備し、被害者救済の理念が十分に発揮されるよう、国会及び政
府に対して適切な措置を強く要望しました。


